
確定申告書Ｂの様式変更 

 そろそろ所得税の確定申告の時期ですね。

確定申告書には簡易版Ａと原則版Ｂがあり

ます。今年は確定申告書Ｂの第一表の様式

に大きめの変更があります。 

「所得から差し引かれる金額」の順番が変

更され、各種控除の小計が書かれる「10か

ら 20までの計」という欄が追加されました。

印象的には、確定申告書Ａに近づいた感じ

です。 

 

年末調整の所得控除が省略可能 

 この変更は平成 31 年度の税制改正にお

いて、給与所得者で「年末調整で適用を受

けた各所得控除の額」と「確定申告で適用

を受ける各所得控除の額」が同額であるな

どの場合には、所得控除の内訳の記載を省

略できることとされたためです。 

 源泉徴収票で言うと「所得控除の額の合

計額」という欄の数字を、「10から 20まで

の計」に記載するだけでいいよ、という改

正です。また、従来 e-Tax では源泉徴収票

等の記載事項を入力して送信することで、

提出を省略できていましたが、申告書によ

る提出の場合でも、源泉徴収票については、

添付が不要となりました。今は PCの普及に

より少なくはなってきましたが、「手書きで

確定申告書を作っています」という方に優

しい改正です。 

 ただし、源泉徴収票の支払者や収入金額

等の情報については、従来通り申告書の第

二表に記載する必要があるので注意しまし

ょう。 

 

申告書「Ａ」の存在意義は？ 

 確定申告書Ａは給与・雑・配当・一時所得

のみで、予定納税額がない方のみが利用で

きる簡易版です。もともと年末調整の所得

控除は省略して書けるフォーマットになっ

ていましたが、今回の変更を受けてさらに

差がない印象となりました。 

 また、確定申告書Ａで申告可能な方も、

別に確定申告書Ｂを使ってもかまわないわ

けですから、Ａの存在意義は「欄が大きめ

で見やすい」というところでしょうか。 

 現国税庁のサイト、確定申告作成書作成

コーナーでは「給与所得のみの方など申告

書Ａの様式で作成できる方も、作成コーナ

ーを利用する場合には申告書Ｂの様式で表

示されます」となっています。 
 

 

 

 

 

田原会計 NEWS 

 

2020年 2月 11日(火) 

〒400-0032    山梨県甲府市中央 5-5-19 

田原会計事務所     TEL 055-225-3622 FAX 055-227-7714 

Email tahara0423@tkcnf.or.jp 

確定申告書Ｂの変更 

申告書Ａは廃止

されたりしない

のかしら……。 


